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明代茶粥貿易の研究（下）　（釜）

　
臼
　
　
　
次

一
　
四
川
・
絶
披
州
・
雲
南
の
紳
余
馬
貿
易

二
　
鋏
西
の
茶
｝
馬
貿
易

　
1
　
茶
器
司
の
題
廃

　
2
　
金
脾
償
符
と
巴
茶
の
官
連
　
　
以
上
前
号

　
3
　
招
商
買
運
と
私
茶
の
流
通

3

招
商
時
運
と
私
茶
の
流
通

　
正
統
十
四
年
以
後
、
四
川
の
丁
寧
府
よ
り
す
る
巴
茶
の
官
運
と
、

映
西
の
三
茶
馬
司
に
お
け
る
金
牌
信
符
の
制
が
、
共
に
停
止
さ
れ
た

こ
と
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
し
か
ら
ば
こ
れ
よ
り
後
の
駿
馬
貿

易
は
、
い
か
な
る
推
移
を
た
ど
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
ま
ず
注
目
せ
ら
れ
る
の
は
、
七
色
類
藁
巻
一
二
、
国
事
類
、
西
岡

三
馬
考
の
条
に
、

　
自
正
統
十
四
年
。
北
夷
弓
陳
。
土
達
被
掠
。
辺
方
多
事
。
軍
夫
不
充
。
止

　
将
漢
中
府
歳
辮
之
数
丼
巡
獲
私
茶
。
不
過
四
五
万
斤
、
以
易
馬
。
其
干
遠

　
地
。
一
切
停
止
。

と
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
恐
ら
く
楊
一
清
の
「
為
修
復
下
馬
暇
制
第

二
疏
」
（
皇
明
経
世
文
編
著
＝
五
、
楊
石
弓
奏
疏
）
に
、

　
近
年
。
巡
茶
御
史
。
招
番
易
馬
。
止
愚
漢
中
府
歳
辮
課
茶
二
万
六
千
二
百

　
余
斤
。
兼
以
巡
獲
私
茶
。
数
亦
不
多
。
毎
歳
約
用
。
不
過
茶
四
五
万
斤
。

　
以
動
乱
馬
。
多
芸
過
数
百
匹
。
至
千
匹
而
止
。

と
あ
る
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
何
れ
に
し
て
も
正
統
十
四
年

以
後
茶
馬
貿
易
を
左
右
し
た
も
の
が
、
四
川
の
巴
茶
で
な
く
陳
西
の

漢
茶
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
増
し
て
い
る
点
に
お
い
て
注
藏
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
よ
っ
て
次
に
は
此
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と

と
し
よ
う
。
漢
中
府
の
茶
園
に
対
す
る
茶
課
の
微
収
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
引
用
し
た
如
く
実
録
の
洪
武
四
年
十
忌
月
庚
寅
の
条
に
こ
れ
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が
見
え
、
そ
の
叢
記
に
つ
い
て
は
同
じ
く
す
で
に
引
用
し
た
万
暦
会

意
の
戸
部
、
課
程
、
茶
課
の
条
に
、
　
「
険
路
茶
課
。
初
。
工
万
六
干

八
百
六
十
二
斤
一
十
五
両
五
銭
。
」
と
云
っ
て
い
る
。
明
初
の
茶
馬

貿
易
に
充
当
さ
れ
た
茶
は
、
そ
の
殆
ん
ど
す
べ
て
が
四
川
の
巴
茶
で

あ
っ
た
せ
い
か
、
旧
記
の
荒
茶
に
関
す
る
記
載
は
意
外
に
少
な
い
が
、

し
か
し
洪
武
以
来
正
統
に
至
る
ま
で
、
と
に
か
く
四
川
の
巴
茶
と
と

も
に
陳
西
の
漢
茶
が
、
少
量
な
が
ら
も
茶
馬
貿
易
の
資
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
さ
て
、
官
茶
に
よ
る
陳
西
の
茶
馬
貿
易
は
、
正
統
十
四
年
以
後
し

ば
ら
く
行
わ
れ
た
形
跡
が
な
い
が
、
憲
宗
実
録
巻
三
憲
、
成
化
二
年

八
月
辛
丑
の
条
に
は
、
次
の
如
き
記
事
が
現
れ
て
い
る
。

　
兵
部
。
以
調
革
欠
馬
。
奏
上
区
画
事
宜
。
…
｝
、
陳
西
各
辺
。
膜
奏
欠

　
馬
。
訪
得
。
西
寧
至
難
壁
蟹
族
。
多
産
馬
母
地
。
彼
所
欠
者
。
茶
与
青
裸
。

　
若
与
互
市
。
則
善
馬
一
匹
。
不
需
用
茶
百
斤
・
青
裸
十
五
石
。
幽
趣
計
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
所
費
五
六
両
。
価
値
既
軽
。
較
之
京
師
関
領
。
又
免
路
途
痩
損
。
今
宜
査

　
　
む
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
む

　
む

　
取
陳
器
官
茶
、
就
彼
互
市
、
工
臨
不
敷
、
又
羅
買
置
釈
。
銀
宜
行
戸
部
、

　
暫
借
折
線
銀
五
万
両
、
発
甘
薦
総
兵
等
宮
ハ
照
生
時
佑
、
買
易
野
臥
、
数

雪
止
・
：
喜
・
護
近
多
廃
弛
・
書
区
画
・
誉
准
や

す
な
わ
ち
陳
西
に
お
け
る
茶
馬
貿
易
が
停
止
さ
れ
る
と
、
間
も
な
く

オ
ル
ド
ス
方
面
は
蒙
古
族
の
活
動
舞
台
と
な
っ
て
来
た
が
、
逆
に
中

国
側
に
お
い
て
は
各
層
に
お
い
て
軍
馬
の
数
に
不
足
を
来
た
す
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
こ
れ
が
補
給
の
手
段
と
し
て
、
北
京
の
太

僕
寺
よ
り
寄
養
馬
（
京
営
の
騎
雄
馬
と
す
る
た
め
に
順
天
府
下
で
領
養
し

て
い
る
馬
）
を
微
発
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
何
と
し
て

も
長
途
の
輸
送
に
と
も
な
う
困
難
が
あ
っ
た
の
で
、
此
の
際
し
ば
ら

く
中
断
さ
れ
て
い
た
陳
西
の
茶
馬
貿
易
を
再
開
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
互
市
の
資
と
し
て
目
論
ん
で
い
る
の
は
、
陳
西
の
官

茶
と
戸
部
の
銀
爾
で
あ
る
が
、
こ
の
陳
西
の
黒
茶
と
い
う
の
は
、
先

年
来
夢
中
府
の
茶
課
が
三
茶
馬
司
に
運
び
込
ま
れ
た
ま
ま
、
使
用
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
る
こ
と
も
な
く
堆
積
さ
れ
て
い
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
警
固
の

堆
積
に
つ
い
て
は
ま
た
同
実
録
巻
四
五
、
三
年
八
月
己
亥
の
条
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
戸
部
会
官
。
議
愈
愈
挾
西
器
機
都
御
史
項
忠
所
奏
事
宜
。
…
一
、
金
田
・

　
欝
欝
葎
馳
・
瀞
降
蹄
籍
皇
野
轡
施
恥
聾
今
。
蜘
蜘
燕
瀞
。
鋒
存
却
ヤ

　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
む

　
余
万
遍
。
歳
久
渇
爆
者
過
半
。
乞
験
其
纏
矯
者
。
貿
易
銀
布
着
類
。
不

　
堪
者
。
義
民
肥
田
。
変
易
鋤
貫
。
井
藩
学
辮
潜
。
折
収
銀
両
・
緕
絹
賭
物
。

　
倶
送
布
政
司
収
貯
。
以
備
日
後
葉
買
茶
課
之
用
。
俣
上
番
平
定
用
茶
之
日
。

　
働
旧
記
民
輸
辮
本
色
。
庶
宮
私
之
聞
。
両
得
其
便
。
…
奏
入
。
詔
従
其

　
議
。
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明代茶馬貿易の研究（下）　（谷）

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
漢
中
墨
歳
弁
の
中
線
は
、
宣
徳
十
年
よ
り
成
化

二
年
に
至
る
ま
で
に
六
十
砂
蟹
斤
を
積
ん
で
泡
質
せ
る
も
の
過
半
で

あ
っ
た
た
め
、
成
化
三
年
以
後
の
茶
課
は
こ
れ
を
銀
嶺
・
緕
絹
に
折

回
し
て
布
政
司
に
収
乏
し
、
本
色
茶
課
の
微
熱
は
勝
馬
貿
易
の
再
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

さ
れ
る
時
期
を
ま
っ
て
こ
れ
を
行
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
宜
徳
十

年
よ
り
成
化
二
年
に
至
る
ま
で
は
三
十
二
年
間
で
あ
る
が
、
い
ま
漢

中
潮
の
漢
訳
の
歳
満
額
を
二
万
六
千
八
百
斤
と
す
れ
ば
、
三
十
二
年

間
に
は
八
十
五
万
七
千
六
百
斤
と
な
る
。
こ
の
間
に
六
十
絵
万
斤
の

堆
積
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
漢
中
事
の
茶
課
が
殆
ん
ど
茶

馬
貿
易
の
た
め
に
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
正
統
十
四
年
以
後
、
陳
西
の
茶
馬
貿
易
が
四
川
の

謹
書
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
漢
中
の
茶
課
に
よ

っ
て
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
r
証
左
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
る
に
万
暦
会
典
巻
三
七
、
欝
部
、
課
程
、
茶
課
の
条
に
は
、

　
（
能
化
）
五
年
。
令
陳
醐
布
致
司
。
隠
金
触
感
処
茶
立
。
自
筆
化
六
年
為

　
始
。
働
収
本
色
。
其
漂
折
収
銀
布
。
零
細
年
収
蟹
茶
斤
。
送
愛
山
馬
司
収

　
貯
。
以
傭
易
馬
。

と
あ
り
、
劇
論
布
政
司
は
成
化
六
年
以
後
、
漢
中
島
の
愈
愈
を
本
色

で
徴
収
し
、
こ
れ
を
各
茶
馬
司
に
送
っ
て
易
馬
に
備
え
る
こ
と
と
し

て
い
る
“
正
統
十
四
年
以
後
中
断
さ
れ
て
い
た
陳
西
の
専
心
貿
易
が

再
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
こ
の
時
で
あ
ろ
う
。
そ

の
こ
と
は
同
宗
実
録
巻
七
八
、
薫
化
六
年
夏
四
月
甲
寅
の
条
に
、

　
巡
撫
甘
粛
右
愈
都
御
史
徐
廷
無
言
七
事
。
…
一
、
西
寧
地
方
番
夷
葉
茶
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
ロ

　
如
中
麟
人
民
之
於
五
穀
。
不
可
一
計
業
者
。
本
朝
旧
館
速
馬
之
例
。
後
景

　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ロ
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む

　
停
止
。
透
又
挙
行
。
然
民
間
絶
無
興
販
。
而
官
府
又
無
病
辮
隙
人
。
手
蔓

　
ゆ
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　

　
茶
馬
司
晃
茶
不
満
千
万
。
皇
儲
所
司
。
異
国
番
茶
州
県
山
場
。
定
命
則
例
。

　
聴
民
採
取
。
倶
二
軍
西
寧
官
庫
収
貯
。
換
易
番
馬
。
給
軍
制
操
。
舞
与
苑

　
馬
穿
。
洋
種
華
牧
。
其
民
間
所
望
茶
。
除
新
嘗
外
。
余
皆
許
給
文
愚
、
於

　
陳
西
腹
裏
貨
売
。
有
私
越
黄
河
及
河
・
桃
・
眠
辺
境
、
通
番
易
馬
者
。
究

　
問
如
律
。
…
転
入
。
下
所
司
知
之
。

　
　
⑤

と
見
え
、
茶
馬
の
例
は
暫
ら
く
停
止
さ
れ
て
い
た
が
、
近
ご
ろ
ま
た

挙
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
云
っ
て
い
る
点
に
も
窺
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
茶
馬
司
に
は
成
化
三
年
の
無
茶
変
売
以
後
、
新
た
に

茶
課
の
収
跨
さ
れ
た
も
分
が
な
く
、
漢
中
府
の
茶
産
も
当
時
は
い
ま

だ
必
ず
し
も
多
く
な
か
っ
た
の
で
、
茶
馬
貿
易
を
推
進
す
る
た
め
に

は
、
遠
く
山
東
・
河
南
・
湖
広
方
面
な
ど
か
ら
も
茶
斤
を
収
買
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
か
か
る
四
囲
の
清
勢
下
に
お
い
て
、

春
菊
府
の
砂
面
は
や
が
て
異
常
な
発
展
を
遂
げ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
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万
麿
会
典
巻
三
七
、
戸
部
、
課
程
、
茶
課
の
条
に
、

　
正
徳
元
年
議
准
。
勘
処
婦
中
所
属
金
州
・
西
郷
・
石
泉
・
漢
陰
等
処
。
旧

　
額
歳
辮
茶
課
二
万
六
千
八
百
余
斤
。
薪
収
茶
課
二
万
四
千
一
百
六
十
四
斤
。

　
倶
照
数
歳
辮
。
永
為
定
例
。

　
　
⑦

と
あ
り
、
国
初
以
来
二
万
六
干
八
百
籐
斤
で
あ
っ
た
茶
課
の
歳
額
が
、

正
徳
以
後
は
五
万
一
干
鯨
斤
と
倍
加
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
一
つ
の

　
　
　
　
⑧

証
拠
で
あ
る
。
し
か
し
漢
共
謀
の
茶
山
の
歳
額
が
五
万
斤
に
な
っ
た

に
せ
よ
、
か
つ
て
四
川
か
ら
数
十
万
斤
乃
至
百
方
斤
の
茶
が
陳
酉
の

一
口
司
に
運
ば
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
全
く
比
較
に
も
な
ら
ぬ
少
額

で
あ
る
。
そ
こ
で
成
下
以
後
に
お
け
る
三
図
の
茶
馬
貿
易
に
つ
い
て

は
、
官
茶
の
ほ
か
に
別
に
商
茶
の
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
従
来
は
官
府
の
強
い
統
制
下

に
お
い
て
、
表
面
上
全
く
弓
馬
貿
易
に
介
入
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た

商
人
が
、
こ
こ
に
お
い
て
活
動
の
舞
台
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
図
幅
に
代
っ
て
商
茶
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

た
と
云
う
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
運
茶
の
方
法
が
官
運
よ
り
商
運
に

転
換
し
た
と
云
う
程
の
意
味
で
あ
る
。
而
し
て
漢
中
の
茶
が
こ
れ
に

よ
っ
て
三
嘆
馬
司
に
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
文
の
示
す

限
り
で
は
弘
治
三
年
以
後
の
こ
と
で
、
孝
宗
実
録
巻
四
〇
、
弘
治
三

年
七
月
戊
寅
の
条
に
、

　
巡
豊
麗
西
監
察
御
史
李
驚
言
。
西
寧
等
三
際
馬
司
。
為
跡
茶
以
易
繋
馬
而

　
設
。
比
年
以
玉
釧
。
故
無
茶
易
粟
。
其
為
民
則
便
書
。
無
茶
馬
司
所
思
漸

　
少
。
今
各
辺
馬
耗
。
而
諸
郡
歳
稔
。
無
事
於
易
粟
以
賑
。
難
癖
概
説
・
河

　
西
二
茶
馬
司
。
各
踊
報
茶
四
十
万
斤
。
挑
州
茶
馬
司
二
十
四
万
斤
。
召
商

　
申
納
。
毎
引
不
過
百
斤
。
毎
商
口
過
三
千
斤
。
押
収
其
十
之
四
。
余
者
聴

　
財
貨
売
。
総
之
可
得
茶
四
十
万
斤
。
約
易
馬
可
得
四
千
匹
。
数
足
即
止
。

　
戸
部
議
覆
。
従
之
。

と
あ
る
の
が
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。
成
化
年
間
に
は
陳
西
地
方
に
し
ば

し
ば
飢
饅
が
起
っ
た
の
で
、
そ
の
救
済
の
た
め
に
商
人
を
招
募
し
て

　
　
　
　
⑩

納
乾
せ
し
め
、
商
人
に
は
そ
の
代
償
と
し
て
茶
馬
司
の
茶
を
支
給
し

た
。
そ
こ
で
茶
馬
司
の
積
茶
が
少
な
く
な
る
と
、
今
度
は
商
人
を
し

て
産
茶
地
方
に
お
い
て
茶
斤
を
町
勢
し
、
秘
密
丁
河
州
二
茶
馬
司
に

各
々
四
十
万
斤
、
桃
州
愛
馬
司
に
二
十
四
万
斤
を
運
ば
し
め
、
総
計

一
百
四
万
斤
の
内
よ
り
、
官
は
そ
の
四
割
を
納
め
（
か
く
す
れ
ば
官
は

茶
約
四
十
万
斤
を
得
て
馬
四
千
匹
に
易
え
得
る
計
算
で
あ
る
）
、
商
人
に
は

六
割
を
与
え
て
そ
の
貨
売
を
許
す
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

機
か
に
金
茶
法
の
上
に
お
け
る
一
大
変
域
で
あ
り
、
欽
定
続
文
献
通

言
巻
二
二
、
征
権
考
、
学
界
の
条
の
按
文
に
は
、
　
「
此
れ
聖
運
を
変
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⑪

じ
て
商
運
と
な
す
な
り
。
」
と
云
っ
て
い
る
。

　
さ
て
そ
の
後
弘
治
年
間
に
は
、
挾
西
の
磯
饒
を
救
済
す
る
た
め
や

三
辺
の
糧
儲
を
充
実
す
る
た
め
に
、
ま
た
商
人
を
招
募
し
て
糧
料
・

草
東
を
指
定
の
倉
場
に
上
納
せ
し
め
、
そ
の
代
償
と
し
て
事
忌
司
の

茶
を
放
出
す
る
こ
と
が
屡
々
あ
っ
た
。
い
ま
万
暦
会
典
巻
蕊
七
、
戸

部
、
課
程
、
歯
噛
の
凡
開
中
の
条
に
見
え
る
と
こ
ろ
を
列
噛
す
る
と

　
　
　
び

左
の
，
如
く
で
あ
る
。

㈲
（
弘
治
）
七
年
。
以
映
当
歳
鰻
。
胴
中
茶
二
衡
万
斤
。
召
商
港
機
欠
糧
倉

　
分
。
上
納
備
賑
。

働
（
弘
治
）
八
年
令
。
免
羅
馬
。
血
中
茶
四
百
万
斤
。
以
等
辺
儲
。

⑥
（
弘
治
）
十
四
年
。
以
里
林
・
環
慶
・
野
原
糧
餉
欠
乏
。
将
桃
・
河
・
西

　
寧
発
売
転
写
。
量
開
心
、
五
百
万
斤
。
弼
商
上
納
価
銀
。
類
解
辺
倉
。
羅

　
買
塗
料
。

㈲
は
実
録
に
は
同
年
十
一
月
壬
子
の
条
に
、

　
以
幾
時
西
安
等
七
飢
歳
緻
。
命
戸
部
至
言
茶
一
百
万
斤
。
三
園
納
糧
。
以

　
備
賑
済
。
…

と
あ
り
、
険
西
布
政
司
内
に
お
け
る
轍
魚
の
導
爆
を
救
済
す
る
た
め

に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
開
中
額
は
会
典
に
二
百
万
斤
と
云
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
一
百
万
斤
と
な
っ
て
い
る
。
倒
は
岡
年
八
月
甲
戌
の
条
に
、

　
…
各
茶
馬
司
茶
四
百
万
斤
。
募
人
入
粟
。
以
実
辺
儲
。
…
従
巡
撫
都
御
史

　
二
進
及
戸
部
鮎
掛
楊
奇
言
也
。

と
あ
り
、
各
茶
馬
司
の
茶
四
百
万
斤
を
壷
中
し
て
辺
儲
を
充
実
し
た

の
で
あ
る
。
⑥
は
同
年
五
月
丁
巳
の
条
に
、

　
巡
出
鉱
鞍
都
御
史
陳
寿
。
上
辺
儲
事
宜
つ
戸
部
覆
議
。
請
開
中
陳
西
茶
四

　
百
万
斤
、
子
延
繧
令
商
人
上
納
糧
料
・
草
束
。
…
従
之
。

と
あ
り
、
同
じ
く
閏
七
月
丁
酉
の
条
に
、

　
命
於
陳
西
。
再
開
中
挑
・
河
・
西
漸
茶
五
百
万
斤
。
以
助
各
辺
軍
儲
。
従

　
巡
撫
都
御
史
周
季
麟
等
請
也
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
年
に
は
三
茶
馬
司
の
茶
を
五
月
と
閏
七
月

の
両
度
に
朋
畏
し
、
そ
の
合
一
計
額
は
九
百
万
斤
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
目
的
は
共
に
辺
儲
の
充
実
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
弘

治
十
四
年
の
関
中
に
つ
い
て
は
世
宗
実
録
巻
四
五
鼻
、
嘉
靖
三
十
六

年
九
月
辛
亥
朔
の
条
に
も
、

　
先
是
。
戸
部
議
。
陳
西
順
法
易
罵
。
正
忌
理
外
。
類
有
藤
余
。
節
年
陳
腐

　
可
惜
。
所
以
先
年
広
為
開
納
、
以
助
軍
餉
賑
済
之
用
。
如
巡
撫
陳
寿
等
開

　
中
四
百
万
斤
、
布
政
竃
元
甫
麗
中
五
更
万
々
。
係
弘
治
年
署
内
郡
筆
荒
而

　
増
感
。
…

と
見
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
、
卓
越
陳
寿
等
の
上
言
に
よ
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っ
て
四
百
万
斤
が
開
中
さ
れ
た
と
あ
る
点
は
、
画
嚢
実
録
の
記
事
と

一
致
し
て
い
て
問
題
は
な
い
が
、
布
政
心
元
甫
の
上
言
に
よ
っ
て
五

百
万
斤
が
開
中
さ
れ
た
と
あ
る
点
は
、
孝
宗
実
録
に
巡
撫
都
御
史
周

季
麟
等
の
奏
請
に
よ
っ
て
五
百
万
斤
が
開
中
さ
れ
た
と
い
う
記
事
と

所
詮
同
一
の
事
実
を
指
す
も
の
に
違
い
な
い
。
ま
た
盈
虚
の
充
実
の

た
め
と
内
郡
の
賑
荒
の
た
め
と
の
相
違
も
、
こ
こ
で
は
さ
し
て
意
に

介
す
る
程
の
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
か
く
し
て
上
記
の
三
例
に
冤
ら
れ

る
弘
治
中
の
開
中
に
お
い
て
は
、
藩
中
府
の
単
産
が
飛
躍
的
に
増
大

し
て
い
た
と
い
う
前
提
条
件
が
考
え
ら
れ
る
と
共
に
、
一
方
弘
治
八

年
の
令
に
「
免
易
馬
」
と
あ
る
如
く
、
そ
れ
は
殆
ん
ど
官
茶
と
し
て

官
貿
易
の
ル
ー
ト
に
乗
る
こ
と
な
く
、
転
輸
よ
り
貨
売
に
い
た
る
一

切
の
過
程
が
、
終
始
商
人
の
手
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
と
い
う
事
情

を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
古
今
治
平
略
巻
二
七
、
歴

代
馬
政
の
条
に
、

　
茶
馬
法
久
弛
。
自
弘
治
十
年
至
十
五
年
。
止
易
々
五
千
四
十
三
疋
。
禰
辺

　
馬
不
足
。
辺
軍
慮
干
買
馬
。

と
あ
る
の
は
そ
の
明
証
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
に
し
て
商
茶
の
籟
囲

が
殆
ん
ど
無
制
限
に
拡
大
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
も
は
や
落
馬
司
附
近

の
合
法
的
な
販
売
区
域
に
止
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
禁
を
犯
し
て
蕃
境
に

流
通
す
る
に
至
り
、
こ
こ
に
繋
馬
貿
易
の
統
制
を
棄
す
最
大
の
問
題

が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
禅
宗
実
録
巻
一
九
四
、
弘
治
十
五
年
十
二

月
庚
子
、
監
察
御
史
王
紹
の
奏
番
に
、

　
洪
武
：
軍
楽
間
。
茶
馬
之
法
。
三
年
一
次
。
官
運
保
継
妻
等
処
茶
腰
越
寧

　
等
茶
馬
司
易
馬
。
後
指
例
不
行
。
魚
取
漢
中
等
処
民
納
盃
及
巡
獲
薫
煙
充

　
用
。
歳
遣
行
人
二
宮
巡
視
。
薫
化
初
。
紫
野
監
察
御
史
。
当
蒋
易
馬
。
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

　
以
医
師
。
加
之
毒
監
寺
紋
。
足
回
直
球
。
近
年
以
来
。
十
不
及
一
。
炉
縁

　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
む

　
私
茶
薄
縁
不
行
、
而
身
熱
報
中
之
弊
、
復
有
以
啓
之
。
請
自
今
停
開
中
之

　
例
。
厳
物
販
之
禁
。
伽
下
民
閲
即
納
、
井
巡
獲
私
茶
。
与
番
謡
及
時
互
市
。

と
云
っ
て
い
る
の
は
之
で
、
近
年
野
馬
の
数
が
激
減
し
た
の
は
、
私
茶

の
横
行
と
霧
中
法
の
実
施
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
停
止
す
る

こ
と
が
茶
馬
貿
易
の
衰
勢
を
挽
灯
す
る
た
め
に
忽
ち
必
要
な
措
置
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
只
中
法
は
弘
治
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

年
に
一
旦
停
止
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
漢
中
府
よ
り
茶
馬
司
へ
の

商
運
を
何
時
ま
で
も
停
止
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
の
で
、
こ

れ
が
改
革
の
方
法
と
し
て
、
明
史
巻
八
○
、
食
貨
志
、
州
法
の
条
に
は
、

　
　
（
弘
治
…
）
　
十
六
年
。
取
回
図
御
山
入
。
以
督
発
馬
胤
以
都
細
仰
中
八
議
一
浩
…
兼
業
儲
之
。

　
一
清
復
議
開
中
言
。
劇
薬
買
茶
。
密
貿
其
三
之
一
。
毎
歳
茶
五
、
六
十
万
．

　
斤
。
可
得
馬
万
匹
。
帝
従
所
請
。
正
徳
元
年
。
一
漕
又
建
議
。
商
人
不
願
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領
憐
者
。
以
塁
壁
商
令
自
売
。
遂
事
為
例
永
行
焉
。

と
見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
督
理
仁
政
都
御
史
楊
｛
清
の
建
議
に
よ
り
、

正
徳
元
年
、
　
「
招
商
悪
運
、
官
商
対
分
」
の
方
式
が
定
ま
っ
た
こ
と

を
述
べ
た
も
の
で
、
肩
馬
貿
易
の
趨
向
を
知
る
上
に
は
な
は
だ
重
要

な
意
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
説
明
が
あ
ま
り
に
簡
単
な
る
が
た

め
、
本
旨
と
す
る
と
こ
ろ
が
明
瞭
で
な
い
。
そ
こ
で
以
下
に
は
そ
の

経
緯
を
詳
細
に
跡
づ
け
て
見
よ
う
。

　
楊
一
清
は
弘
治
十
五
年
十
二
月
、
兵
部
尚
書
劉
大
憲
の
抜
擢
を
う

け
て
南
京
太
常
寺
卿
よ
り
都
察
院
左
副
都
御
史
に
判
り
陳
西
の
州
政

を
督
理
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
、
苑
馬
二
瀬
苑
の
荒
廃
を
回
復
し
兼

ね
て
茶
馬
貿
易
の
改
革
に
当
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
正
徳

二
年
三
月
病
を
得
て
退
任
す
る
ま
で
の
四
箇
年
の
事
績
に
か
か
る
こ

　
　
　
⑬

と
で
あ
る
。
さ
て
右
の
問
題
に
た
い
す
る
彼
の
意
見
は
、
　
「
為
修
復

弓
馬
旧
制
第
二
疏
」
（
皇
明
経
世
文
編
巻
コ
五
、
楊
石
涼
奏
疏
）
に
お
い
て

最
も
精
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
繁
を
厭
わ
ず
こ
れ
を
摘
録

す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。

　
即
ち
ま
ず
延
安
下
紐
徳
州
知
州
洪
平
の
呈
称
と
、
険
西
紀
察
司
倉

事
唐
希
介
の
呈
称
を
掲
げ
、
漢
中
執
の
勢
州
な
ら
び
に
酉
郷
・
漢
陰
・

石
泉
三
連
の
課
茶
は
、
．
も
と
合
計
二
万
六
千
二
百
八
十
九
斤
十
四
両

九
銭
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
流
民
を
招
撫
し
て
里
数
が
増
添
さ
れ
た
の

で
、
成
化
年
間
に
は
増
幅
数
分
に
つ
い
て
合
計
一
万
九
百
六
斤
十
一

両
の
増
課
と
な
っ
た
。
而
し
て
以
後
も
な
お
引
続
き
三
世
・
慶
陽
・

西
安
等
の
府
の
人
民
が
流
入
し
て
、
開
墾
日
に
繁
く
栽
止
口
に
盛
ん

で
あ
る
が
、
茶
課
は
旧
額
に
よ
っ
て
新
た
に
起
課
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
こ
と
を
述
べ
、
然
る
後
、

　
…
看
得
。
漢
中
府
前
項
産
茶
州
県
。
国
初
。
人
民
戸
口
不
多
。
茶
園
亦
少
。

　
所
以
額
課
止
於
如
此
。
説
話
年
間
以
来
。
各
省
逃
移
人
民
。
掌
骨
栽
植
。

　
茶
株
数
多
。
已
経
節
次
編
入
版
籍
。
州
県
里
分
。
倶
各
増
齢
。
戸
口
臼
繁
。

　
茶
圏
伽
増
。
不
知
幾
処
。
遠
見
課
伽
旧
。
致
令
各
処
軒
頑
官
舎
軍
民
、
逓

　
年
在
山
、
紋
買
私
茶
、
通
番
交
易
寛
利
。
以
此
番
人
三
楽
官
爵
。
沮
壊
馬

　
政
。
相
感
査
理
。
按
察
言
分
巡
関
南
道
嘗
。
親
仁
未
報
。
訪
得
。
葡
項
州

　
三
所
産
茶
斤
。
不
仮
三
三
。
三
田
而
出
。
荒
山
茂
林
。
耕
治
燭
灼
之
余
。

　
三
従
而
三
三
焉
。
民
三
三
利
。
一
家
茶
園
。
有
三
五
臼
程
贋
不
遍
者
。
有

　
否
余
戸
所
佃
茶
園
。
止
掃
＝
戸
茶
課
。
其
甚
少
者
。
亦
多
灘
余
。
較
三
農

　
夫
終
歳
三
三
而
恐
不
謄
、
又
三
三
以
三
宮
者
。
難
易
不
岡
。
故
話
中
一
三
。

　
歳
課
不
及
三
万
。
而
商
版
私
講
。
盃
百
余
万
。
以
三
三
。
是
六
二
験
也
。
…

　
査
得
。
洪
武
三
十
年
。
欽
依
禁
茶
榜
文
内
一
重
。
本
地
茶
圏
人
家
。
除
約

　
量
本
家
歳
用
外
。
其
余
尽
数
。
官
為
紋
買
。
若
売
与
人
者
。
茶
園
入
官
。

　
欽
此
。
照
得
。
畑
中
府
産
茶
遅
出
。
逓
年
所
一
両
斤
齎
数
十
万
。
官
課
・
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歳
用
。
不
三
十
之
一
二
。
其
余
野
馬
量
販
私
恩
之
資
。
若
商
販
停
革
。
私

　
茶
厳
禁
。
在
山
茶
斤
。
無
従
笛
売
。
茶
園
人
戸
。
仰
慕
術
育
。
何
翫
資
籍
。

　
彼
見
茶
園
無
利
。
不
復
葺
理
。
将
来
風
病
亦
翻
。
夫
在
茶
司
則
病
於
不
足
。

　
既
無
二
副
番
人
之
望
。
在
茶
園
則
早
酢
無
用
。
又
恐
終
失
小
民
之
業
。
若

　
不
従
宜
処
置
。
飽
託
不
便
。
…

と
云
っ
て
い
る
。
羅
初
、
忌
中
府
の
茶
園
は
そ
の
数
も
少
な
く
、
そ

の
面
積
も
広
く
な
か
っ
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
微
臣
さ
れ
る
茶
課
の
断

言
も
従
っ
て
多
く
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
成
化
以
来
開
墾
が
進
み
、

栽
培
が
盛
ん
と
な
り
、
な
か
に
は
天
然
自
然
に
繁
殖
す
る
も
の
も
あ

っ
た
の
で
、
一
家
の
茶
園
で
も
大
き
な
も
の
に
な
る
と
、
こ
れ
を
巡
覧

す
る
の
に
数
臼
を
要
す
る
も
の
や
、
百
絵
戸
が
洋
種
し
て
い
る
も
の

な
ど
が
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
わ
け
で
、
漢
中
里
の
産
茶
額
は
、
弘
治
の

頃
に
な
る
と
年
閥
百
数
十
万
斤
に
も
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
茶

舗
は
旧
額
の
ま
ま
に
据
置
か
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
に
茶
戸
の
歳
用

（
自
家
の
年
聞
消
費
鐙
）
を
加
え
て
も
産
茶
総
額
の
一
、
二
割
に
す
ぎ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

そ
の
鹸
の
百
鯨
塁
上
は
茶
商
に
よ
っ
て
自
由
に
販
売
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
に
当
面
の
閥
題
が
あ
る
の
で
あ
る
が
（
洪
武
の
時
代
か
ら
茶
課
お

よ
び
歳
用
の
外
は
、
こ
と
ご
と
く
官
に
野
選
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
）
、

し
か
し
こ
れ
を
改
革
す
る
に
当
っ
て
、
茶
商
の
営
業
を
停
止
す
れ
ば
、

茶
園
に
は
茶
が
滞
積
し
て
茶
戸
の
生
活
が
脅
か
さ
れ
、
茶
馬
司
で
は

茶
が
欠
乏
し
て
番
人
の
希
望
に
副
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
揚
一
清
は

か
く
の
如
く
成
藻
琴
来
漢
中
府
の
茶
話
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
こ
と
、

及
び
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
茶
課
の
暇
額
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
商
茶

－
私
茶
の
通
行
す
る
最
大
の
原
臨
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
さ

り
と
て
旧
例
の
如
く
茶
を
官
に
収
住
し
、
陳
西
の
軍
夫
を
動
員
し
て

茶
罵
司
に
運
送
す
る
こ
と
（
琵
官
運
）
は
、
現
に
営
為
を
輸
送
す
る

こ
と
だ
け
で
も
困
難
な
宿
況
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
実
行
す
れ
ば
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
労
役
に
た
え
な
い
と
し
、
そ
こ
で
官
需
両
便
の
法
と
し
て
提
唱
し

た
の
が
招
商
買
運
の
方
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
弘
治
十
八
年
よ
り
始
め
、

山
西
・
険
酉
な
ど
の
寓
商
を
招
き
、
産
茶
地
方
に
赴
い
て
み
ず
か
ら

資
本
を
出
し
て
官
茶
五
、
六
十
万
斤
を
瞑
毒
し
（
毎
商
の
買
う
と
こ
ろ

は
一
万
斤
以
下
と
す
）
、
こ
れ
を
各
茶
馬
司
に
運
送
せ
し
め
、
再
誕
司
で

は
到
着
せ
る
塩
茶
の
三
分
の
～
を
西
寧
・
河
州
二
衛
に
発
売
し
（
毎
処

七
、
八
万
斤
な
い
し
十
万
斤
）
、
そ
の
価
銀
を
官
庫
に
収
籍
し
て
商
人
に

支
払
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
　
（
茶
一
千
斤
ご
と
に
難
事
五
十
爾
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
内
訳
は
茶
価
二
十
五
両
、
蒸
晒
・
装
箆
・
心
乱
の
費
二
十
五
両
）
。
而
し

て
茎
茶
の
三
分
の
一
を
発
売
し
て
商
価
を
償
お
う
と
す
る
の
は
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

庫
の
欠
乏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
式
に
よ
れ
ば
、
到
着
せ
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朋代茶馬貿易の研究（下）　（谷）

る
茶
の
う
ち
で
蹉
分
の
二
が
官
貿
易
に
充
当
ざ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
そ
れ
は
正
徳
元
年
に
い
た
っ
て
修
正
さ
れ
、
到
着
せ
る
茶
の

半
分
は
こ
れ
を
商
人
に
与
え
て
そ
の
自
益
を
許
し
、
宮
は
他
の
半
分

を
得
て
こ
れ
を
馬
に
易
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
楊
一
清
の
改
革
の
成
果
は
、
武
宗
実
録
巻
二
五
、
正
徳
工
年

夏
四
月
丁
酉
の
条
に
、
彼
の
選
言
と
し
て
次
の
如
く
見
え
る
。

　
…
及
照
日
寧
・
挑
・
河
三
衛
調
馬
。
旧
規
廃
弛
年
久
。
官
茶
無
積
。
私
販

　
盛
行
。
西
番
畜
牧
。
思
為
私
達
所
得
。
辺
踏
越
馬
。
乃
累
行
伍
陪
償
。
臣

　
厳
禁
私
販
。
猛
毒
嘗
茶
。
申
明
旧
制
。
絶
色
遠
近
番
人
。
共
易
児
・
騙
・

　
野
馬
一
万
九
千
七
十
七
匹
。
計
今
三
層
馬
司
処
置
見
蓄
茶
四
十
五
万
余
斤
。

　
足
充
二
年
易
馬
之
用
。
■
是
於
三
辺
歳
給
戦
馬
。
不
為
無
補
。
至
於
招
番
一

　
事
。
難
未
嘗
明
復
金
牌
獣
類
。
而
実
坐
収
茶
馬
之
利
。
…

す
な
わ
ち
改
華
前
野
販
の
盛
行
し
て
い
た
当
時
に
は
、
西
番
の
馬
が

こ
と
ご
と
く
商
人
の
手
に
帰
し
て
い
た
の
で
、
彼
は
茶
馬
貿
易
の
正

常
化
換
言
す
れ
ば
漢
中
府
の
茶
を
官
貿
易
の
ル
ー
ト
に
乗
せ
て
、
政

府
の
手
に
馬
を
獲
得
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
在

任
四
年
間
に
児
・
騙
・
騨
馬
一
万
九
千
七
十
七
匹
に
易
え
た
と
云
う

か
ら
、
平
均
す
れ
ば
一
年
に
四
千
七
百
六
十
九
匹
の
馬
を
買
っ
た
こ

と
仁
な
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
宮
商
対
分
の
法
が
始
ま
っ
て
以
来
の
茶
馬
貿
易
の
趨
勢
は
如

何
で
あ
ろ
う
か
。
明
史
巻
九
二
、
兵
志
、
馬
政
の
条
に
は
、

　
於
正
徳
初
。
　
（
楊
一
清
）
請
。
亀
戸
茶
御
史
。
兼
羅
馬
政
。
行
太
守
・
苑

　
馬
寺
官
。
聴
羽
隠
調
。
報
可
。
御
史
餐
唐
。
歳
収
茶
七
十
八
万
盗
塁
。
易

　
鵬
九
千
有
馬
。
後
法
復
弛
。

と
あ
る
。
明
史
巻
一
八
八
、
徐
文
博
伝
に
附
載
の
餐
唐
伝
に
よ
れ
ば
、

彼
は
弘
治
十
二
年
の
進
士
で
、
山
東
寿
光
県
の
知
県
よ
り
召
さ
れ
て

御
史
と
な
り
、
そ
の
後
断
江
寧
波
府
の
知
府
を
経
て
雲
南
樹
明
州
の

知
州
に
諸
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
陳
西
按
察
司
の
副
使
に
遷
っ
て
卒
し
て

い
る
。
こ
の
間
彼
が
御
史
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
正
徳
四
年
に
湖
広

に
出
発
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
の
で
、
前
掲
の
明
史
意
志
の
記
載
は

楊
一
溝
の
改
革
直
後
に
墨
る
正
徳
前
期
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
歳
々
に
七
十
八
万
抵
触
を
収
め
て
馬
九
干

有
奇
に
易
え
た
と
あ
る
か
ら
、
蓋
し
改
革
は
一
時
多
大
の
成
果
を
収

め
た
も
の
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
す
で
に
地
墨
の
半
額
が
商
茶
と
し
て
陳
西
の
辺
境
一
帯
に

零
下
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
以
上
は
、
所
詮
茶
馬
貿
易
の
上
に
良
好

な
結
果
が
期
待
幽
来
そ
う
に
は
な
い
。
す
な
わ
ち
商
人
が
茶
馬
司
に

運
び
込
ん
で
宮
に
納
め
る
茶
は
往
往
に
し
て
悪
質
の
も
の
で
あ
っ
た
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が
、
競
馬
司
の
官
吏
は
こ
れ
を
十
分
に
吟
味
す
る
こ
と
も
な
く
収
納

し
た
の
で
、
い
ざ
西
番
と
の
間
に
取
引
を
行
う
と
い
う
段
に
な
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

新
陳
錯
出
し
て
用
を
な
さ
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
一
方
良
質
の
茶

は
商
人
の
手
に
在
っ
て
出
漁
－
実
は
私
論
1
と
な
り
、
七
三
の
横
行

は
正
規
の
官
貿
易
を
側
面
か
ら
圧
迫
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
ゆ

世
宗
実
録
巻
一
三
七
、
下
堀
十
一
年
四
月
丁
亥
の
条
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
陳
西
巡
按
御
史
郭
折
雷
。
洒
寧
・
挑
・
河
三
茶
馬
司
。
積
茶
至
二
十
九
万

　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ゆ

　
一
千
五
百
一
十
五
箆
。
散
塊
私
茶
。
亦
十
二
万
斤
。
徽
・
階
二
州
・
西
安

　
幅　

等
衛
。
積
貯
尤
多
。
宜
令
兵
備
・
辺
備
等
官
、
不
拘
年
例
之
数
、
設
法
多

　
易
馬
匹
、
以
備
征
戦
。
事
下
兵
部
。
議
覆
。
延
綴
用
兵
。
需
馬
為
急
。
宜

　
趣
如
御
史
雷
行
。
報
可
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
あ
る
の
は
か
か
る
事
態
を
反
映
し
た
も
の
で
、
西
翠
・
挑
・
河
三

茶
馬
司
に
は
三
王
工
十
九
万
　
干
五
百
一
十
五
箆
を
生
じ
た
と
云
う

が
・
奮
に
含
ま
れ
る
環
の
茶
を
三
婆
と
す
れ
晦
・
八
‡
万
四

干
五
百
四
十
五
斤
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
問
巻
一
六
四
、
十
三
年

六
月
乙
卯
の
条
に
は
ま
た
、

　
戸
部
覆
革
西
巡
按
御
史
劉
希
龍
条
奏
茶
馬
四
纂
。
…
一
、
約
忙
中
自
蔵
召

　
　
　
　
　
　
関
の
雛
2

　
門
易
。
善
肖
。
往
年
間
中
焦
茶
。
歳
纏
幌
六
十
万
二
月
。
今
一
壇
至
百
贈
数
十
－
万
斤
。
官

　
茶
沮
滞
。
番
馬
不
来
。
規
制
漸
壊
。
填
塞
為
格
。
毎
歳
召
回
報
中
。
限
以

　
八
十
万
斤
。
除
対
半
給
商
。
其
在
官
者
。
歳
以
瓢
一
十
万
骨
董
馬
。
余
悉
積

　
貯
。
以
備
緩
急
。
…
議
上
。
従
之
。

と
見
え
、
嘉
靖
十
三
年
に
は
毎
歳
の
適
中
額
を
八
十
万
斤
と
制
限
し

　
⑳

た
が
、
こ
の
数
は
以
後
暫
ら
く
の
間
豊
中
の
定
額
と
な
っ
た
も
の
で
、

な
お
こ
の
ほ
か
に
課
茶
・
私
有
を
合
せ
て
通
計
九
十
万
斤
が
示
威
弓

馬
の
正
額
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
三
茶
請
司
に
お
け
る
商
・

私
・
空
茶
の
滞
積
は
な
お
そ
の
後
も
引
続
き
、
こ
れ
が
整
理
を
見
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
は
嘉
靖
二
十
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
い
で
万
暦
会
典
巻
一
五
三
、

兵
部
、
笹
熊
、
収
買
の
条
に
は
、

　
　
（
嘉
靖
）
三
十
年
題
准
。
改
造
勘
合
。
分
給
諸
番
。
毎
歳
三
期
。
鷹
執
前

　
来
。
比
号
納
馬
。
酬
以
茶
斤
。
如
有
背
違
。
調
軍
征
拗
。
又
強
弱
。
年
例

　
馬
瀬
。
番
有
余
馬
。
司
有
余
茶
。
許
其
増
申
暴
落
。
挑
州
増
至
一
千
二
百

　
五
十
照
。
河
州
増
至
一
千
七
百
四
十
匹
。
西
寧
増
至
二
千
照
百
三
十
匹
。

と
あ
り
、
嘉
靖
三
十
年
に
は
三
茶
馬
司
の
易
鉢
額
が
増
大
し
て
い
る
．

が
、
嘉
靖
三
十
六
年
以
来
は
陳
西
辺
鎮
の
軍
餉
を
充
実
す
る
必
要
か

ら
、
弘
治
中
の
例
に
な
ら
い
定
額
外
に
お
い
て
さ
ら
に
…
首
書
斤
を

　
　
　
　
　
⑳

野
中
し
た
の
で
、
こ
の
頃
か
ら
再
び
商
茶
の
過
剰
を
来
た
し
、
，
正
規

の
官
貿
易
は
圧
迫
を
蒙
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
万

県
会
血
ハ
の
同
量
同
条
に
は
ま
た
、
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明代茶馬貿易の研究（下）　（谷）

　
　
（
嘉
靖
）
　
四
⊥
1
　
二
年
題
准
。
　
以
後
毎
年
開
茶
…
。
無
謬
五
、
　
穴
L
↑
万
世
。
｛
間

　
人
以
一
再
五
十
名
為
止
。
象
限
買
直
覧
中
。

　
　
⑮

と
あ
り
、
嘉
靖
四
十
三
年
以
後
は
毎
歳
の
開
中
額
を
五
、
六
十
万
斤

に
減
じ
て
い
る
。

　
な
お
茶
馬
貿
易
の
資
と
な
る
中
国
の
茶
は
、
も
と
陳
西
の
漢
中
府
、

四
川
の
保
影
壁
な
ど
の
茶
で
あ
っ
た
が
、
万
暦
の
頃
に
な
る
と
商
人

は
産
額
が
多
く
て
値
段
の
安
い
細
砂
の
茶
に
癬
を
つ
け
、
こ
れ
を
買

込
ん
で
私
茶
の
ル
ー
ト
に
乗
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
万
暦
二

十
五
年
、
戸
部
は
実
情
に
即
し
た
折
衷
的
改
革
を
行
い
、
漢
茶
を
主

と
し
湖
茶
を
も
っ
て
こ
れ
を
佐
け
る
と
い
う
建
前
か
ら
、
茶
引
を
支

給
す
る
に
嶺
っ
て
も
ま
ず
漢
引
を
支
給
し
、
輝
輝
が
足
ら
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

湖
引
を
支
給
す
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
清
朝
、

姜
図
面
の
「
酌
選
湖
茶
遡
行
辺
茶
疏
」
（
道
光
楡
林
磨
志
巻
四
〇
、
芸
文
志
）

に
、

　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
り
　
　
　
　
む
　
　
む

　
三
法
落
馬
。
故
明
旧
羽
州
茶
・
漢
茶
・
湖
茶
。
差
茶
自
隆
慶
三
年
。
題
改

　
　
　
　
　

　
折
価
。
臣
民
有
蜀
省
文
移
一
遇
。
業
経
綾
議
行
。
彼
中
隔
按
。
酌
議
開
徴
。

　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
漢
窯
。
自
万
暦
十
四
年
、
題
改
折
価
。
所
有
茶
園
茶
課
。
晃
在
番
徴
冊
報
。

　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
毎
歳
招
商
散
引
。
前
羅
漢
南
及
湖
嚢
。
収
茶
転
運
。
宮
商
糖
分
。
以
供
招

　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
中
耳
。
顧
漢
南
州
梁
。
産
茶
有
限
。
且
夢
合
複
嶺
。
山
程
不
便
。
商
人
大

　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ロ

　
抵
。
浮
漢
江
於
落
陽
接
買
。
…

と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
明
言
に
お
い
て
は
川
茶
・
漢
茶
を
差
置
い
て
、

最
も
流
通
し
て
い
た
の
が
湖
茶
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
さ
て
襲
に
、
弘
治
以
後
商
運
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

商
茶
の
進
出
が
著
る
し
く
な
っ
た
が
、
下
端
の
進
出
は
や
が
て
私
茶

の
横
行
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
云
っ
た
。
私
茶
と
は
云
う
ま

で
も
な
く
密
貿
易
に
使
用
せ
ら
れ
る
茶
の
こ
と
で
あ
る
。
元
来
、
明

朝
で
は
国
初
か
ら
一
貫
し
て
官
吏
・
軍
民
が
み
だ
り
に
西
番
と
貿
易

を
鴬
む
こ
と
を
禁
じ
て
お
り
、
太
祖
実
録
巻
一
〇
六
、
洪
武
九
年
五

月
己
卯
の
条
に
は
早
く
も
、

　
禁
秦
蜀
軍
民
。
母
線
入
西
番
互
市
。

と
見
え
る
。
し
か
し
官
府
の
統
制
が
厳
し
け
れ
ば
厳
し
い
だ
け
、
密

貿
易
の
利
益
は
大
き
い
の
で
、
禁
令
の
効
果
は
盗
初
か
ら
必
ず
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

挙
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
私
茶
が
出
境
す
れ
ば
す

る
だ
け
、
番
入
の
官
茶
に
た
い
す
る
需
要
は
減
退
す
る
の
で
、
正
規

の
官
貿
易
は
こ
れ
に
よ
っ
て
側
面
か
ら
圧
迫
を
う
け
、
等
価
の
騰
貴
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

綿
価
の
下
落
を
来
た
す
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
鼠
茶
の
出
境
を
防
止
す

る
た
め
に
は
、
明
朝
政
府
に
お
い
て
も
関
隙
の
巡
禁
を
厳
に
す
る
な

㊧ど
、
種
々
対
策
に
腐
心
し
た
の
で
あ
る
が
、
な
か
ん
ず
く
最
も
重
要
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な
も
の
は
、
洪
武
二
十
六
年
以
来
実
施
せ
ら
れ
た
金
牌
儒
符
の
欄
で

あ
る
。
但
し
金
牌
儒
符
の
制
は
、
金
牌
信
符
そ
れ
自
身
が
重
要
な
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
之
に
先
立
つ
眼
軸
こ
そ
大
切
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
官
運
に
お
い
て
は
、
茶
馬
司
に
到
着
し
た
茶
の
全
額
が
正
規
の

官
貿
易
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
金
牌
信
符
の
制
は
、

前
述
の
如
く
正
統
十
四
年
に
停
止
せ
ら
れ
、
そ
の
後
茶
馬
貿
易
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

時
中
止
さ
れ
て
い
た
が
、
成
化
六
年
に
至
っ
て
復
活
し
、
こ
と
に
弘

治
三
年
以
後
は
官
運
に
代
っ
て
商
運
が
始
ま
っ
た
。
商
運
に
お
い
て

は
茶
馬
司
に
到
着
し
た
茶
の
半
額
は
墨
入
の
自
売
に
ま
か
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
私
茶
は
国
初
以
来
常
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
商

運
の
開
始
と
と
も
に
大
量
に
番
境
に
接
近
し
得
た
商
茶
は
、
必
ず
や

私
茶
と
し
て
も
従
来
の
規
模
を
上
園
る
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ

⑫う
。
揚
～
清
の
「
為
修
復
茶
馬
臓
制
以
撫
添
番
夷
安
里
地
方
事
」
（
皇

明
経
世
文
華
巻
一
一
五
、
楊
石
藻
奏
疏
）
に
は
次
の
如
く
云
っ
て
い
る
。
今
、

各
省
の
黒
磯
が
多
数
西
寧
・
河
州
・
甲
州
方
面
に
流
長
し
、
璽
党
を

な
し
て
深
く
番
境
に
入
り
、
西
番
と
の
間
に
密
貿
易
を
行
っ
て
い
る

が
、
た
だ
軍
民
の
み
な
ら
ず
将
官
・
軍
官
も
家
人
・
伴
当
を
遣
わ
し

て
同
様
の
こ
と
を
行
っ
て
お
り
、
軍
衛
・
有
司
の
よ
く
制
御
し
得
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
。
思
う
に
洪
武
・
永
楽
年
間
に
は
私
茶
の
禁
が
厳

重
で
、
こ
れ
を
犯
す
者
は
死
に
処
し
た
か
ら
、
当
時
は
私
茶
を
販
売

す
る
者
が
少
な
く
、
間
々
あ
っ
て
も
少
額
で
あ
っ
た
が
、
今
は
沿
辺

の
覚
書
に
積
年
丘
の
如
く
、
外
境
の
今
方
に
挙
行
蟻
の
如
し
と
云
う

有
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
禁
今
が
軽
き
に
失
す
る
（
五
百
斤
以
上
は
充
軍
、

以
下
は
徒
刑
）
か
ら
で
あ
る
と
。
ま
た
梁
材
の
「
議
騰
馬
事
宜
疏
」

（
皇
明
経
世
文
意
巻
一
〇
六
、
梁
端
粛
公
理
議
）
に
は
次
の
如
く
云
っ
て

い
る
。
茶
司
の
周
環
地
方
は
人
罠
の
数
が
幾
何
も
な
い
が
、
商
人
の

茶
は
や
や
も
す
れ
ば
数
万
斤
に
至
る
の
で
、
こ
れ
を
短
期
間
に
こ
と

ご
と
く
売
り
捌
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
商
人
は
家
を
馨
る
こ

と
千
里
で
あ
り
、
長
期
間
こ
こ
に
滞
在
し
て
い
る
わ
け
に
も
行
か
な

い
の
で
、
　
止
む
を
得
ず
そ
の
茶
を
欝
欝
に
除
寄
　
（
か
け
う
り
）
し
、

居
民
は
こ
れ
を
家
ご
と
に
積
み
戸
ご
と
に
蓄
え
、
屋
を
塞
ぎ
棟
に
充

つ
状
態
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
茶
が
番
人
に
爆
ぜ
ざ
ら
ん
こ
と
を
欲

し
て
も
そ
れ
は
畠
来
な
い
こ
と
で
あ
り
、
か
く
し
て
通
番
す
る
老
は

み
な
茶
受
地
方
の
居
民
、
そ
の
茶
は
み
な
商
人
抽
選
の
茶
で
、
交
易

し
た
馬
匹
は
商
人
の
往
来
を
待
っ
て
興
販
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ

る
と
。
ま
た
世
宗
実
録
巻
一
一
〇
、
嘉
靖
九
年
二
月
癸
酉
の
条
に
、

　
今
。
銀
閣
疏
潤
。
好
商
私
甫
。
彼
皆
取
足
賢
竪
。
而
不
煩
仰
給
干
富
。

と
あ
り
、
神
宗
実
録
巻
工
八
二
、
万
暦
二
十
三
年
二
月
土
留
の
条
に
、
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明代茶馬貿易の研：究（下）　（谷）

　
妊
商
利
湖
南
之
賎
。
鍮
境
私
販
。
番
謡
享
私
茶
之
利
。
無
意
納
馬
。
而
茶

　
法
馬
政
両
謬
論
。

と
あ
る
も
の
や
、
万
暦
四
川
総
志
巻
二
一
、
経
署
志
、
茶
法
の
条
に
、

　
近
年
以
来
。
法
弛
人
世
。
朝
廷
難
磯
之
。
禰
権
要
私
主
之
。
致
令
商
旅
満

　
関
険
、
茶
船
循
江
河
。
毎
茶
百
斤
。
私
税
白
銀
二
銭
。
墨
金
五
分
。
一
年

　
所
加
得
。
黄
菅
五
六
万
両
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
あ
る
も
の
な
ど
も
之
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
見
て
来
る
と
、
正
統
十
四
年
盛
は
弘
治
三
年
を
重
要

な
転
機
と
し
て
、
門
馬
三
里
馬
司
の
茶
畑
貿
易
に
は
、
前
後
工
つ
の

時
期
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
楊
一
清
の
「
為
修
復
茶

馬
旧
懐
…
以
撫
回
番
【
夷
安
臥
地
方
事
」
　
（
皇
明
経
世
文
編
巻
＝
五
、
楊
石
涼
奏

硫
）
に
、

　
頃
自
金
牌
制
廃
。
私
等
盛
行
。
翻
訳
撫
諭
巡
察
之
官
。
卒
莫
之
能
禁
。
坐

　
失
認
馬
之
利
。
垂
六
十
年
。
鴛
徒
辺
方
欠
馬
騎
征
。
将
来
遠
夷
。
既
不
識

　
給
我
茶
。
敢
謂
与
中
肋
不
相
干
渉
。
意
外
之
憂
。
或
従
此
生
。

と
あ
る
の
は
、
弘
治
十
六
年
と
い
う
時
点
に
立
っ
て
茶
馬
貿
易
の
推

移
を
園
臥
し
た
場
合
、
正
統
十
四
年
の
金
牌
信
符
の
停
止
以
後
が
、

特
に
弛
緩
の
時
期
と
見
倣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
皇
朝
馬
政
紀
巻

一
二
、
…
陳
西
一
二
茶
馬
司
馬
の
条
に
、

　
祖
宗
旧
倒
有
金
牌
。
示
諭
番
人
。
以
茶
器
馬
。
成
・
弘
前
。
遵
此
法
行
。

　
馬
称
蕃
息
。
正
・
嘉
以
後
。
此
牌
簸
閣
。
台
臣
奉
勅
銘
説
辺
。
止
愚
筆
兵

　
道
将
領
委
宮
。
縛
約
数
番
。
名
日
招
易
。
祖
宗
騒
制
既
更
。
禰
且
近
年
以

　
来
。
往
往
求
増
額
外
之
数
。
以
致
番
夷
過
期
蒲
不
評
、
二
郎
趣
年
不
完
。

　
皆
縁
金
牌
廃
難
。

と
あ
る
の
は
、
陽
末
と
い
う
時
点
に
立
っ
て
圏
秘
し
た
場
合
で
、
金

牌
信
符
の
停
止
さ
れ
た
時
期
を
正
し
く
拙
危
し
て
い
な
い
が
、
野
馬

貿
易
の
推
移
を
成
・
弘
以
前
と
正
・
嘉
以
後
に
分
け
て
盛
衰
を
説
い

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
「
往
往
野
外
の
数
を

増
さ
ん
こ
と
を
求
む
」
と
云
う
の
は
、
商
人
の
開
中
耳
に
つ
い
て
云

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
成
・
弘
以
前
と
正
・
嘉
以
後
と
に

分
け
る
の
も
官
運
か
ら
商
運
へ
の
転
換
を
目
安
と
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
、
そ
の
場
合
弘
治
三
年
の
創
制
よ
り
も
、
正
徳
元
年
の
定
糊

を
重
視
す
る
立
場
を
取
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
招
商
福
運
の
制
が
茶

馬
貿
易
の
統
制
を
適
す
根
本
要
因
と
な
っ
た
と
云
う
考
え
は
、
ま
た

万
暦
陳
西
通
志
巻
一
〇
、
罵
政
、
附
録
の
条
に
、

　
薄
遇
寧
日
。
蕃
人
以
茶
蟻
通
。
中
国
以
茶
易
馬
。
非
徒
資
戦
用
。
且
以
制
其

　
死
命
也
。
国
初
コ
立
金
牌
軍
制
。
名
日
差
発
馬
。
所
以
尊
朝
廷
体
統
最
善

　
也
。
乃
後
蕃
族
臼
有
変
易
。
金
牌
之
制
難
拠
婁
。
於
是
。
有
詩
興
招
易
之
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む
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
ご

　
規
。
掘
易
者
即
事
市
之
総
意
也
。
此
於
体
心
已
失
認
。
顧
趨
正
徳
後
。
廃

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　

　
給
銀
之
令
。
行
蝕
分
之
法
。
於
是
。
官
商
皆
得
易
馬
。
而
外
憂
尽
易
勲
臣

　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
り
　
　
む

　
茶
爽
。
夫
均
分
法
。
偶
闘
嘗
幣
一
時
無
卦
。
暫
為
権
宜
之
処
耳
。
乃
至
今

　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　

　
循
二
不
二
一
瞥
。

と
あ
る
点
に
も
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
然
ら
ば
こ
の
茶
馬
貿
易
こ
と
に
招
商
買
運
の
制
と
、
民
間
華

牧
制
度
と
の
関
係
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
明
代
に
お
け
る
民
閥
膏
血

の
捌
度
は
、
南
北
両
直
隷
・
山
東
・
河
南
の
民
閾
の
馬
戸
に
種
馬
を

領
養
せ
し
め
、
そ
の
本
生
の
箪
生
駒
が
一
定
の
年
歯
・
身
高
に
達
し

た
時
、
こ
れ
を
備
用
馬
と
称
し
て
京
師
の
太
僕
寺
に
起
解
し
、
や
が

て
京
営
の
騎
操
馬
と
す
る
こ
と
に
そ
の
本
旨
が
あ
っ
た
。
し
か
る
に

明
代
中
期
に
な
る
と
備
畜
馬
の
形
質
が
低
下
し
て
来
た
の
で
、
正
徳

二
年
に
は
従
来
の
春
駒
に
代
っ
て
買
子
↑
貰
食
買
解
）
の
方
式
が
公

認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
事
俵
の
対
象
と
な
っ

た
馬
匹
は
、
そ
の
尽
く
が
い
わ
ゆ
る
「
西
馬
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
そ
の
中
に
西
馬
が
か
な
り
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。
今
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
、
万
暦
景
州
志
巻
三
、

兵
馬
の
条
に
は
、

　
夫
牧
馬
所
華
。
既
不
堪
俵
。
売
越
歳
俵
之
数
。
皆
布
子
開
封
・
真
定
諸
処
。

　
購
藤
縄
之
下
。
破
賀
蕩
産
。
朝
夕
飼
養
者
。
砦
無
用
型
物
也
。

と
あ
り
、
景
州
は
河
間
府
内
に
在
る
が
、
起
爆
に
際
し
て
は
開
封
府
・

真
定
府
な
ど
の
処
に
お
い
て
馬
を
市
つ
た
と
云
っ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
真
定
府
は
河
間
府
の
西
境
に
隣
接
し
、
且
つ
北
直
隷
に
お
い
て
最

も
養
馬
の
額
数
が
多
い
処
で
あ
る
が
、
開
封
府
の
方
は
河
南
に
在
っ

て
景
州
よ
り
の
距
離
は
か
な
り
遠
く
、
且
つ
養
馬
の
虚
数
も
甚
だ
少

な
い
。
ま
た
開
封
府
に
限
ら
ず
衛
輝
・
彰
徳
・
帰
徳
の
三
女
も
同
様

で
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
閥
封
府
よ
り
更
に
少
な
い
。
か
か
る
位
置

に
あ
る
開
封
府
が
市
議
の
地
と
し
て
特
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
餓
程

注
目
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
一
体
、
北
薩
隷
の
地
理
は
北
京
よ
り
附
封
に
向
っ
て
爾
方
や
や
西

に
偏
し
て
延
び
、
特
に
そ
の
南
端
部
は
山
東
・
河
南
の
色
界
に
止
ま

れ
つ
つ
一
条
の
懸
路
と
な
っ
て
遂
に
黄
河
に
達
し
、
開
封
府
を
そ
の

前
面
に
望
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
逆
に
開
封
府
の
方
か
ら
順
次
北
に
向

い
府
…
名
を
も
っ
て
呼
べ
ば
、
大
名
府
・
広
平
府
・
順
延
府
・
真
定
府
・

河
間
府
・
保
定
府
を
へ
て
順
天
府
と
な
る
の
で
あ
る
。
禰
し
て
こ
の

六
府
の
養
馬
州
県
数
、
営
養
種
馬
の
額
数
、
お
よ
び
毎
歳
の
備
用
馬

額
数
を
、
万
暦
会
典
に
よ
っ
て
表
示
す
れ
ば
次
頁
の
如
く
で
あ
る
。

　
一
見
し
て
明
瞭
な
よ
う
に
、
種
馬
お
よ
び
備
玄
馬
の
欝
欝
は
、
大
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保河翼順広大 府

定闘定徳平名
府府府府府府

名

三三三五　　　　一 州

州州州　　　州
一一 j　　　　一 県

七六六九九〇
県県県県自県 数

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 種

七五七三霊○、　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、 馬

九三六七七八
四六三一七八 額

五〇五五〇〇
匹匹匹三三匹 数

一一 ?三　　　二
備

、　　　　、　　　　、　　　　　　　　　　　　　　、

用

五七五七七一
ｪ○二四五七

馬

九二七三四六 額

匹匹匹匹匹匹 数

名
・
真
定
の
二
三
に
お
い
て
最
も
多
い
が
、
州
県
の
数
か
ら
考
え
る

と
、
中
で
も
大
名
府
の
場
合
は
他
の
諸
府
に
比
し
て
倍
額
以
上
と
な

る
の
で
あ
る
。
禰
し
て
こ
の
大
名
府
こ
そ
は
北
直
隷
の
南
端
に
位
置

し
て
開
封
府
に
迫
近
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
何
等
か
特

別
の
意
味
を
有
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
疑
問
を
解
決
す

る
た
め
に
極
め
て
有
力
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
は
、
天
下
郡

国
利
病
書
巻
五
、
北
直
、
大
名
府
志
の
条
に
見
え
る
左
の
記
事
で
あ

る
。

　
故
菓
。
俵
装
薬
随
衆
生
。
近
鋼
必
市
西
馬
。
費
毎
数
倍
。
　
（
田
賦
志
）

　
近
年
以
来
。
辺
方
多
蕩
。
馬
非
膿
壮
。
不
盛
暑
烙
。
往
往
市
西
馬
以
充
額
。

　
費
乃
十
倍
。
属
不
堪
命
夷
。
　
（
馬
政
志
）

大
名
府
志
に
は
右
の
ご
と
く
二
個
所
に
わ
た
っ
て
俵
馬
に
関
す
る
記

載
が
あ
り
、
近
年
以
来
は
「
西
馬
し
す
な
わ
ち
陳
藤
の
唐
馬
貿
易
に

よ
っ
て
内
地
に
将
来
さ
れ
た
馬
匹
を
濱
買
し
て
額
数
に
充
て
る
よ
う

に
な
っ
た
た
め
、
馬
芦
の
負
担
が
非
常
に
重
く
な
っ
た
こ
と
を
云
っ

て
い
る
。
明
刊
の
大
名
府
志
に
は
、
正
統
十
年
趙
本
纂
修
の
十
巻
本
、

正
徳
元
年
唐
錦
纂
修
の
十
巻
本
、
嘉
靖
三
十
七
年
藩
仲
駿
・
趙
益
田

纂
修
の
二
十
九
巻
本
が
あ
り
、
播
・
趙
本
に
は
万
贋
年
間
の
諸
縁
が

あ
る
。
利
回
書
に
採
録
し
た
記
事
が
こ
の
う
ち
の
溜
・
趙
本
に
拠
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が
嘉
靖
の
原
本
に
拠
っ
た
も
の
か
、

万
暦
の
畳
畳
に
拠
っ
た
も
の
か
は
遽
か
に
断
定
し
が
た
い
。
そ
れ
は

暫
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
大
名
府
が
備
弓
馬
の
起
俵
に
あ
た
り
、
陳

西
の
茶
盆
を
市
買
し
た
こ
と
は
動
か
せ
ぬ
事
実
で
あ
る
が
、
陳
西
の

茶
馬
が
大
名
府
に
流
入
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
ま
ず
開
封
府
に
到

着
し
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
大
名
府
が
酉
馬
を
市
買
し
た
の
は
、
や

は
り
開
封
府
方
面
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
た
大
名

府
が
種
馬
・
備
用
馬
の
額
数
に
お
い
て
、
他
の
諸
府
を
遙
か
に
上
回

っ
て
い
る
の
も
、
要
す
る
に
戦
馬
と
し
て
最
も
優
秀
な
素
質
を
も
つ

こ
の
西
馬
を
、
最
も
獲
得
し
易
か
っ
た
と
云
う
地
理
的
条
件
に
よ
る

も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
さ
き
に
景
州
志
が
開
封
に
お
い
て
帯
心
す
る
と
云
っ
た
馬
匹
も
、

恐
ら
く
は
こ
の
西
馬
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
も
う
一
つ
の
市
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買
の
地
と
云
っ
て
い
る
真
定
に
つ
い
て
は
、
嘉
靖
真
定
府
志
巻
一
六
、

兵
防
、
馬
政
の
条
に
、

　
及
華
生
不
如
式
。
勢
不
得
不
出
西
馬
。
芳
書
費
毎
過
倍
。
至
有
傾
産
生
償

　
官
諜
者
。

と
あ
り
、
遅
く
と
も
嘉
靖
の
頃
に
は
真
定
府
自
身
の
起
俵
に
お
い
て
、

西
馬
を
市
買
す
る
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
れ

ば
景
州
よ
り
真
定
に
行
っ
て
市
買
す
る
と
云
う
場
合
に
も
、
何
れ
は

こ
の
西
馬
か
、
或
は
西
馬
の
血
統
を
濃
厚
に
引
い
た
馬
匹
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
す
で
に
大
名
・
真
定
・
河
間
諸
府
に
お
い
て
西
馬
を
市

買
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
以
土
、
広
平
・
順
徳
・
保
定
の
諸

府
に
お
い
て
も
事
態
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
実
際
、
西
馬
は
戦
勢
と
し
て
最
も
期
待
せ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ

で
、
崇
顧
六
年
李
煙
毒
の
「
条
奏
娼
征
事
宜
疏
」
に
も
、

　
一
、
請
西
馬
。
京
営
馬
匹
。
都
係
葭
葺
華
牧
華
墨
。
恐
転
任
衝
突
無
用
。

　
応
将
西
寧
買
到
戦
馬
。
濫
発
毎
営
五
百
匹
。
以
一
夕
堅
陥
石
之
助
。

と
云
っ
て
い
る
が
、
騎
西
の
茶
馬
は
明
代
中
期
以
後
大
抵
三
軽
四
鎮

に
輸
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
明
末
崇
醸
の
と
き
に

は
京
師
に
も
輸
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
は
三
軍
・

神
橿
・
神
機
の
三
大
営
に
各
々
五
百
匹
の
発
給
を
要
請
し
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
ち
　
　
ヤ

で
あ
る
。
そ
の
際
京
営
の
馬
匹
は
、
す
べ
て
民
間
華
牧
の
駒
に
係
る

も
の
で
、
実
戦
の
役
に
立
た
な
い
よ
う
に
云
っ
て
い
る
が
、
無
論
そ

う
し
た
馬
匹
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
中
に
、
北
直
隷
起
解
の
備
勝
馬

な
ど
に
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
西
馬
も
混
入
し
て
い
た
こ
と
は
、
事
実

と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
ま
い
。
従
っ
て
「
都
且
す
べ
て
」
と
云
う
の

は
過
当
の
言
で
あ
る
。

　
思
う
に
県
西
の
潜
心
貿
易
に
お
い
て
は
、
直
接
政
府
の
手
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
官
貿
易
の
ほ
か
に
、
茶
商
な
い
し
軍
民
・
勢
要
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
私
貿
易
が
あ
っ
た
。
か
か
る
ル
ー
ト
に
よ
る
統
制
外
の

馬
匹
は
、
そ
れ
が
辺
垂
の
ほ
か
か
く
の
如
く
内
郡
へ
も
流
入
し
、
語

用
馬
の
起
解
に
当
っ
て
は
ま
た
市
買
の
魁
象
と
も
な
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
か
く
考
え
て
来
る
と
、
明
代
に
お
け
る
民
間
華
牧
の
体
制

は
、
国
初
そ
の
基
礎
が
置
か
れ
る
際
、
戸
馬
疑
種
馬
の
供
給
源
と
し

て
過
勤
の
茶
馬
貿
易
と
密
接
な
関
係
を
有
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
中

期
以
後
に
お
い
て
も
、
軍
用
馬
の
意
解
過
程
を
通
じ
て
、
ま
た
こ
れ

と
密
接
な
関
聯
を
有
し
た
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
①
気
軽
実
録
巻
雲
〇
、
宣
徳
五
年
九
月
丁
幾
の
条
に
は
、
漢
中
点
に
謄
え
る
と
こ

　
　
ろ
の
茶
五
万
斤
を
挑
州
に
運
ん
で
馬
を
市
つ
た
と
の
記
享
が
あ
り
、
ま
た
万
暦
ム
鳳

　
　
三
二
三
七
、
戸
部
、
諜
程
、
茶
課
の
凡
関
運
の
条
に
は
、
正
統
八
年
の
奏
准
と
し

　
　
て
、
金
州
の
茶
を
西
寧
茶
馬
司
に
運
ん
で
馬
に
易
え
た
と
の
記
事
が
あ
る
。
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俗）明代茶馬貿易の研究（下）

②
　
こ
れ
は
王
復
の
区
画
事
宜
疏
（
皇
明
経
世
譜
鯉
濃
九
四
、
王
荘
簡
奏
疏
）
の
文

　
で
あ
る
。

③
な
お
皇
朝
馬
政
紀
巻
一
二
、
甘
癒
苑
馬
寺
の
条
参
照
。

④
万
暦
会
典
巻
三
七
、
戸
部
、
課
程
、
茶
謀
の
条
に
は
「
成
化
王
年
奏
准
。
西
寧
・

　
桃
・
河
渠
馬
覇
。
綾
多
鹸
茶
。
年
久
霜
風
。
今
後
錘
茶
。
毎
百
斤
収
銀
五
銭
。
芽

　
茶
三
十
五
斤
。
思
量
収
五
銭
。
無
銀
。
収
締
綱
等
項
。
単
解
本
省
有
司
収
候
。
以

　
補
収
買
茶
課
支
用
。
」
と
あ
り
。

⑤
徐
廷
章
の
上
言
は
、
塾
明
経
世
文
編
巻
七
〇
、
徐
中
図
嚢
疏
の
中
に
見
え
て
い

　
い
る
。

⑥
憲
宗
実
録
巻
八
七
、
層
化
七
年
正
月
庚
子
。
襟
巻
九
一
、
七
年
五
月
戊
寅
。

⑦
万
暦
隣
西
逓
志
巻
八
、
茶
法
の
条
に
は
「
初
。
二
万
六
千
八
百
六
十
二
斤
一
十

　
五
甲
両
五
銭
。
弘
治
十
八
年
。
新
藷
二
万
四
千
　
百
山
ハ
十
四
斤
。
井
劃
一
万
一
千
二

　
十
↓
ハ
斤
月
一
十
・
五
衙
H
五
銭
。
見
ム
議
余
資
。
五
万
一
千
ム
ニ
｝
臼
八
十
四
二
月
一
十
・
一
二
両
四
憲
践
Q

　
係
壷
中
府
属
西
郷
・
石
泉
・
漢
書
、
及
興
安
・
紫
陽
五
州
県
歳
弁
。
分
解
各
茶
馬

　
司
。
扁
と
あ
り
。

⑧
漢
中
府
下
五
州
県
の
課
茶
五
万
除
斤
を
三
軍
馬
司
に
運
搬
す
る
に
は
、
西
安
・

　
里
中
・
臨
挑
・
鷲
昌
・
平
涼
・
鳳
翔
六
府
よ
り
夫
価
（
茶
夫
の
脚
価
）
を
漢
中
府

　
に
類
解
し
て
収
貯
し
、
前
記
五
州
県
の
大
戸
が
茶
を
解
っ
て
雪
中
膨
に
到
れ
ば
そ
・

　
の
価
銀
を
受
領
し
て
自
ら
騰
興
し
、
里
中
府
よ
り
徽
州
を
へ
て
醗
畠
府
に
至
り
、

　
こ
れ
よ
り
三
茶
馬
磯
に
運
搬
す
る
の
が
例
で
あ
っ
た
（
新
譜
経
世
文
編
巻
一
〇
六
、

　
梁
材
、
梁
端
総
勢
奏
議
、
議
処
茶
運
疏
参
照
）
。

⑨
し
か
し
そ
れ
に
先
立
っ
て
＝
簿
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
成

　
化
以
後
に
お
け
る
陵
西
の
三
聖
貿
易
に
お
い
て
も
、
弱
川
の
総
論
が
全
く
運
ば
れ

　
な
か
っ
た
と
云
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
憲
宗
実
録
巻
二
三
六
、
成
化
十

　
九
年
春
置
月
壬
寅
の
条
に
よ
れ
ば
、
漢
中
府
単
弁
の
茶
課
二
万
六
千
除
斤
は
、
当

　
並
進
貫
の
番
僧
に
対
す
る
給
賜
の
茶
額
　
（
閥
、
五
万
斤
）
に
も
足
ら
な
か
っ
た

　
の
で
、
成
化
十
九
年
以
後
は
毎
年
、
保
鱗
府
の
茶
課
十
万
斤
を
映
西
の
里
馬
司
に

　
運
び
単
給
賜
の
欠
額
を
攣
っ
た
後
｛
は
易
馬
の
資
に
充
て
る
よ
う
に
し
た
と
云
う
の

　
で
あ
る
。
こ
の
．
こ
と
は
万
贋
会
典
巻
三
七
、
戸
部
、
課
程
、
，
茶
課
の
条
に
も
記
載

　
さ
れ
て
い
る
が
、
襲
撃
斤
は
勿
論
当
時
の
茶
断
貿
易
を
左
右
す
る
よ
う
な
額
で
は

　
な
い
し
、
ま
た
弘
治
以
後
四
川
の
茶
課
が
多
く
折
納
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
（
圏
朝

　
典
彙
巻
九
五
、
戸
部
、
茶
法
、
弘
治
三
年
十
月
号
孝
宗
実
録
巻
九
九
、
弘
治
八
年

　
四
月
号
酉
の
条
参
照
）
こ
と
も
、
　
一
方
に
漢
中
の
茶
産
の
増
大
を
暗
示
す
る
も
の

　
で
あ
る
。

⑩
明
史
黒
八
○
、
食
貨
志
、
茶
法
。

⑪
万
贋
会
典
巻
三
七
、
戸
部
、
課
程
、
茶
課
の
凡
易
馬
の
条
に
は
「
弘
治
三
年
。

　
以
盗
辺
要
事
。
令
招
悪
報
茶
。
西
翠
・
河
州
各
鴎
十
万
斤
。
豊
州
二
十
万
斤
。
運

　
赴
原
援
黒
馬
司
。
以
茶
衝
斤
。
易
上
馬
一
匹
。
八
十
斤
。
易
中
馬
一
匹
。
」
と
あ

　
り
、
同
じ
く
凡
開
中
の
条
に
は
「
弘
治
三
年
。
曲
学
露
霜
撫
拝
布
政
璃
。
出
榜
召

　
商
。
報
中
掃
引
。
赴
巡
茶
御
史
処
掛
号
。
於
産
茶
地
方
。
収
買
茶
摘
。
運
赴
原
定

　
茶
馬
司
。
以
十
分
為
率
。
六
分
聴
其
貨
売
。
四
分
験
収
入
官
。
」
と
あ
る
。

⑫
万
暦
会
典
巻
三
七
、
戸
部
、
課
程
、
茶
課
の
凡
醐
中
の
条
に
「
（
弘
治
）
十
五

　
年
令
。
今
後
不
許
腐
商
中
茶
。
し
と
あ
り
。

⑬
　
孝
宗
実
録
巻
～
九
四
、
弘
治
十
五
年
十
二
月
辛
酉
。
武
宗
実
録
巻
二
四
、
正
徳

　
二
年
三
月
庚
串
。
な
お
、
こ
の
間
彼
は
右
都
御
史
に
陞
肥
し
て
い
る
（
武
宗
実
録

　
巻
一
五
、
正
徳
元
』
牛
秋
七
月
癸
未
の
条
参
照
）
。

⑭
楊
一
清
の
与
内
閣
吏
兵
諸
先
生
第
幽
霊
（
皇
明
経
世
文
編
巻
＝
八
、
揚
石
湶

　
文
集
）
に
は
門
璽
子
四
川
東
郷
・
利
州
諸
処
。
誠
今
日
私
販
之
淵
藪
。
其
地
密
蓮

　
社
中
。
…
」
と
あ
り
、
豊
中
府
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
照
規
の
諸
地
域

　
も
当
時
嚢
中
の
淵
藪
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑮
　
楊
一
清
の
為
修
挙
馬
政
事
（
皇
明
経
倣
文
編
…
巻
一
一
四
、
揚
石
心
文
集
）
に
は
、

　
険
西
地
方
の
軍
民
は
近
年
以
来
、
虜
変
に
廻
し
み
歳
餓
に
賑
し
み
翠
霞
に
困
し
み

　
修
築
に
園
し
み
、
駿
西
谷
請
所
の
行
伍
は
空
虚
で
徳
操
備
禦
に
も
な
お
人
を
欠
く

　
有
様
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
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⑯
　
そ
れ
は
万
暦
会
典
巻
三
七
、
戸
部
、
課
程
、
単
二
の
凡
毒
中
の
条
に
「
（
弘
治
）

　
十
七
年
令
。
裾
亜
当
寺
㎜
購
書
五
、
　
六
十
万
斤
。
北
原
擬
。
給
加
蝋
定
限
。
柚
聴
甘
バ
白
岡
買
窩

　
運
。
歪
各
該
茶
司
。
取
実
収
査
験
。
伽
委
官
於
西
寧
・
河
彌
二
簸
発
売
。
価
銀
官

　
庫
収
候
給
商
。
」
と
見
え
て
い
る
。

⑰
楊
一
清
の
為
愚
挙
馬
政
事
（
皇
明
経
上
文
編
巻
＝
四
、
揚
石
窟
文
集
）
に
は

　
ま
た
「
公
私
籔
蜴
。
緕
蔵
豊
虚
。
別
難
措
騒
。
」
と
あ
り
。

⑱
殿
御
実
録
巻
｛
四
七
、
嘉
靖
十
二
年
二
月
庚
子
。

⑲
な
お
万
暦
会
典
巻
一
五
三
、
兵
部
、
白
蜜
、
収
買
の
嘉
鱒
十
一
年
夏
准
を
参
照
。

⑳
明
史
食
貨
志
訳
註
、
茶
法
の
註
（
一
四
六
）
参
照
。

⑳
　
万
読
会
薄
青
三
七
、
戸
部
、
　
課
程
、
茶
課
の
凡
閣
中
の
条
に
も
「
（
嘉
靖
）
十

　
猛
密
奏
准
。
今
後
開
茶
之
期
。
商
人
忌
中
。
毎
歳
至
八
十
万
斤
而
止
。
鎌
脚
開
中

　
太
澱
、
致
鼠
茶
法
。
漏
と
見
え
て
い
る
。

⑫
　
世
話
実
録
巻
軸
五
一
、
嘉
靖
三
十
六
年
九
月
辛
亥
朔
。
な
お
梁
材
の
議
茶
馬
事

　
定
疏
（
皇
明
経
世
文
編
巻
一
〇
六
、
梁
端
粛
公
奏
議
）
に
は
「
…
霊
夢
今
臼
茶
法

　
欝
之
。
毎
年
三
空
馬
司
。
漢
籍
聴
事
納
課
茶
。
挑
州
一
万
一
蒼
九
十
鈴
斤
。
河
州

　
一
万
八
千
三
百
七
十
絵
斤
。
矯
正
二
万
五
千
六
百
餓
斤
。
其
各
商
茶
。
亦
赴
三
茶

　
馬
司
露
分
。
又
各
数
十
万
斤
。
窟
茶
貯
庫
。
商
茶
就
彼
発
売
。
当
言
蟻
通
州
県
衙

　
門
提
流
石
茶
。
又
滋
強
司
踪
庫
。
是
商
・
私
・
課
茶
。
砦
聚
於
三
辺
茶
馬
司
　
。
」

　
と
あ
り
。

⑳
　
世
宗
実
録
巻
一
八
八
、
欝
欝
十
五
年
六
月
乙
未
の
条
に
は
「
巡
茶
御
史
劉
良
鋼

　
雷
。
…
今
計
三
飾
鑓
所
貯
。
毎
歳
易
馬
之
茶
。
挑
・
河
可
足
三
年
。
西
寧
可
足
二

　
年
。
而
商
・
私
・
課
茶
。
又
日
揮
増
。
積
久
腐
欄
。
面
無
所
用
。
…
」
と
あ
り
、

　
万
麿
会
典
巻
三
七
、
戸
部
、
課
程
、
茶
課
の
凡
禁
約
の
条
に
は
「
（
嘉
立
）
十
五

　
年
題
准
。
今
後
陳
西
尊
爵
馬
司
積
載
。
止
留
工
年
之
用
。
毎
年
群
馬
。
計
該
正
茶

　
外
。
分
竃
不
許
爽
欝
。
」
と
あ
り
。
な
お
嘉
靖
二
十
五
年
の
整
理
に
つ
い
て
は
、

　
世
宗
実
録
巻
三
一
七
、
藪
下
十
一
月
脚
韻
お
よ
び
万
暦
会
詩
巻
釜
七
、
戸
部
、
課

　
程
、
茶
課
、
凡
折
給
…
の
条
」
参
照
。

⑳
　
世
一
凧
実
録
巻
四
…
五
一
、
嘉
鰭
嘱
三
十
六
錘
ヰ
九
月
辛
亥
朔
。

⑳
　
な
お
世
宗
実
録
巻
五
三
二
、
嘉
靖
四
十
三
年
三
宅
戊
申
の
条
参
照
。

⑳
　
明
史
巻
八
○
、
食
貨
志
、
茶
法
。
脚
継
実
録
巻
二
八
二
、
万
暦
二
十
三
年
一
　
月

　
丙
午
。
岡
巻
三
〇
八
、
一
　
十
五
年
三
飛
花
辰
。

⑳
　
太
祖
実
録
巻
一
六
八
、
洪
武
十
七
年
十
一
月
乙
酉
の
条
に
は
、
隣
西
都
司
が
私

　
茶
を
販
売
す
る
者
百
四
十
人
を
捕
獲
し
た
記
事
が
あ
る
。

⑱
　
太
祖
実
録
巻
二
五
〇
、
洪
武
三
十
年
二
月
丁
酉
の
条
に
「
魎
因
私
幣
繊
境
。
馬

　
墨
入
互
市
春
少
。
予
是
。
彼
馬
顔
貴
。
中
国
之
茶
霞
賎
。
面
懸
玩
侮
之
心
四
生

　
ム
矢
。
」
、
英
虚
爪
実
録
巻
一
八
、
正
統
一
兀
年
六
月
辛
丑
の
条
に
「
客
商
庫
漫
雨
勲
一
照
文
凋
幽
。

　
惟
販
私
茶
。
窟
諜
経
五
、
七
年
不
完
。
遂
致
官
茶
価
低
、
買
馬
不
便
。
」
、
応
唱
実

　
録
画
一
一
〇
、
嘉
～
靖
九
扁
ヰ
ニ
門
月
癸
酉
の
条
に
「
今
趣
剛
強
疏
澗
。
好
商
私
市
。
彼
皆

　
取
足
費
竪
。
而
不
煩
仰
給
予
窟
。
」
、
神
宗
実
録
巻
二
八
工
、
万
腰
二
十
霊
年
三
月
丙

　
午
の
条
に
「
番
族
享
私
茶
之
利
。
無
意
責
馬
。
単
二
法
馬
政
両
弊
秦
。
」
と
あ
り
。

㊧
　
太
祖
実
録
巻
二
五
〇
、
豊
前
三
十
年
二
月
二
酉
。

⑳
　
但
し
金
牌
を
齎
ら
す
内
官
で
さ
え
も
私
貨
を
爽
帯
し
て
入
幕
す
る
春
が
あ
っ
た

　
し
（
宣
宗
実
録
巻
九
八
、
宣
徳
八
年
春
正
月
癸
亥
）
、
茶
を
運
ん
で
番
に
入
る
桃

　
蝿
等
の
三
衛
の
軍
窟
も
往
往
に
し
て
私
茶
を
爽
溶
し
た
の
で
（
英
宗
実
録
巻
一
三

　
三
、
正
統
十
年
九
月
己
亥
〔
梁
本
壬
申
〕
）
、
金
牌
豊
漁
の
制
に
お
い
て
も
聞
茶
の

　
随
伴
が
絶
無
で
は
な
か
っ
た
。

⑳
尤
も
こ
の
間
に
お
い
て
も
私
茶
に
よ
る
密
貿
易
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

　
惣
宗
実
録
巻
四
五
、
成
化
三
年
八
縁
己
亥
の
条
に
コ
鰹
部
会
嘗
。
議
巡
撫
陳
西
右

　
副
都
御
史
項
忠
樋
里
事
宜
。
一
、
西
寧
・
背
景
・
河
娼
。
倶
有
茶
課
司
。
市
易
番

　
馬
。
以
給
甘
粛
・
蟹
夏
・
延
緩
三
辺
征
戊
之
潮
。
旧
制
。
毎
歳
再
邊
行
人
巡
視
。

　
ゆ
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
今
勢
家
及
射
利
之
徒
。
往
往
交
通
守
備
窟
。
私
続
書
番
。
於
是
。
茶
馬
之
政
遂
壊
。

　
行
人
職
卑
欝
軽
。
難
以
禁
制
。
乞
依
巡
塩
事
例
。
暫
遣
風
力
御
史
一
員
。
往
督
其

　
事
。
目
茶
馬
既
通
之
臼
。
切
准
瞬
制
濃
鼠
。
…
奏
入
。
認
従
幕
議
。
」
と
あ
る
の

　
は
之
で
あ
る
。
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⑳
　
孝
宗
実
録
巻
一
五
七
、
弘
治
十
二
年
十
二
月
乙
抑
、
巡
写
録
西
御
史
王
憲
の
奏

　
器
隠
、
問
巻
一
九
四
、
十
五
年
・
十
二
月
庚
子
、
監
察
御
史
王
紹
の
奏
言
参
照
。
な
お
、

　
是
よ
り
ざ
き
宣
徳
の
と
き
に
運
茶
支
塩
の
例
が
あ
っ
た
際
に
も
同
様
の
現
象
が
あ

　
つ
た
（
英
宗
実
録
巻
一
八
、
正
統
元
年
六
月
辛
丑
の
条
参
照
）
。
ま
た
横
材
の
議

　
茶
馬
事
宜
疏
（
皇
明
経
世
文
編
巻
一
〇
穴
、
梁
端
粛
公
奏
議
）
に
も
「
山
隈
西
通

　
番
卒
路
有
三
。
一
日
階
蠣
。
一
日
臨
挑
。
一
発
蘇
州
。
黄
河
為
限
。
関
駐
為
険
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
三
路
厳
守
。
蜀
茶
量
能
飛
入
番
境
哉
。
今
商
・
私
・
課
茶
。
智
以
文
引
渡
河
。
歴

　
饗
宴
至
茶
室
夷
。
」
と
あ
る
。

⑳
　
王
廷
桐
の
厳
茶
（
皇
明
経
世
文
編
巻
一
四
九
、
王
氏
家
蔵
文
集
）
の
文
も
こ
れ

　
と
ほ
ぼ
同
嫌
で
あ
る
。

⑭
　
拙
稿
門
明
代
懸
軍
の
一
考
察
…
北
轡
屋
に
お
け
る
備
用
器
の
趨
解
と
馬
嫡
銀
の

　
折
納
…
」
　
（
東
方
学
第
二
十
一
輯
所
収
）
参
照
。

⑳
　
督
戒
疏
紀
巻
五
。

⑯
　
万
暦
河
戸
府
要
心
巻
五
、
財
賦
士
心
、
馬
政
の
条
に
「
（
輿
車
二
日
）
然
所
華
之
駒
。

　
類
紫
弱
小
。
所
在
人
戸
解
馬
匹
。
如
赴
白
州
。
一
階
中
程
。
働
蜂
以
去
。
」
と
あ

　
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茨
木
幾
等
学
校
赦
諭
）

萌代田馬貿易の研究（下）俗）
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